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株主代表訴訟に関するお知らせ 
 

平成 24 年６月 22 日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当

社代表取締役が控訴いたしました株主代表訴訟（以下、「本件代表訴訟」といいます。）において、

同日、名古屋高等裁判所にて判決が言い渡されました。 
同判決は、一審にも増して当社代表取締役の主張を認めたものではありますが、未だ一部につ

いて当社代表取締役の主張が認められない部分があったため、同高裁判決には判断の誤りがある

ものとして、平成 24 年７月３日付で、当社代表取締役は最高裁判所へ上告いたしました。 
本件代表訴訟の上告について、当社は原審同様代表取締役側へ補助参加する見込みであり、こ

の点について監査役全員の同意を得ております。 
 
なお、本件代表訴訟は１名の株主が当社代表取締役個人を訴えているものであり、当社が訴え

られているものではありません。 
 
 

 
（参考）訴訟の経緯 

本件代表訴訟の概要は、当社の株主である原告１名が、当社の代表取締役である被告に対して、

当社が顧問委託料や賃貸管理料等を支払う際の被告の判断に善管注意義務違反があるとして、支

出額を賠償せよと訴えたものです。 

第一審判決は、平成23年９月20日付で名古屋地方裁判所において言い渡され（平成21年（ワ）

第1915号 損害賠償請求事件）、当社代表取締役の主張を概ね認めて、原告の損害賠償請求の根

拠９件のうち８件を棄却しましたが、不動産管理業務の実態を十分に理解していただけず、賃貸

管理料支払いの一部についてのみ損害賠償を命じました。内容は原告の請求する97,164,427 円

の内、24,817,292 円を当社に対し損害賠償することを命じるものでした。 
当社代表取締役は、損害賠償命令について判断の誤りがあるものとし、平成23年９月27日付

で、名古屋高等裁判所へ控訴したところ、平成24年６月22日付で、当社代表取締役の控訴を一

部認め一部棄却する第二審判決（平成23年（ネ）第1126号 債務不存在確認、損害賠償請求控

訴事件）が言い渡されました。なお株主側から行われた控訴については全て棄却されました。 
 

以 上 
 


